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１．はじめに
　「商売人」や「ビジネスマン」というのは、証券・
金融業界からすれば、いわば「賞賛の言葉」である。
これに対し、理系の世界や弁理士の世界からすれば、
「商売人」「ビジネスマン」というのは「蔑称」である。
つまり、「あの先生は“商売人”だから…」とか、「あ
そこの所長さんは“ビジネスマン”だから…」とい

うのは、もしその事務所に転職しようと考えている
者に言うのだとしたら、それは「あんな事務所には
行かないほうがよい」という意味であり、顧客候補
の企業に言うのだとしたら、それは「あの事務所は
ロクな仕事をしないから、お付き合いすることはお
勧めしない」という意味である。
　このようなわけであるから、当の弁理士も、「商
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売人」とか、「ビジネスマン」とかいうように自分が
言われることを嫌う。その弁理士が「いやいや、自
分は商売人など、とんでもない…」とか、「商売人な
んて、とてもとても。むしろ商売が下手で困ってい
るんですよ…」などと言うのは、決して謙遜の言葉
などではない。「自分は決して三流などではないので、
そんなことを言うのはやめてもらいたい」と、そう
言っているのだ。
　かくいう私も、実は、「商売人」とか「ビジネスマ
ン」呼ばわりされるそういった弁理士の代表格のよ
うなものであり、直接的にでも、間接的にでも、「凄
い経営者」だとか「立派な経営者だ」と言われるこ
とはあっても、「立派な弁理士」と言われることは、
殆ど無くなっている。特に最近はその傾向が一層強
まり、「あの人は弁理士じゃないよ…」とまで言われ
る始末である１。もちろん、その意味するところも、
分かり過ぎるくらいに分かっている。「おまえは弁
理士としては、なっていない。４流以下だ」と、そ
う言っているのであるし、その中には「だから、あ
んな奴に弁理士の仕事をやらせても、ろくな仕事を
しやしない」という意味が込められているのだ。
　これに対し、投資会社や銀行などの金融機関から、
「先生は弁理士らしくないですねぇ！」というのは、
明らかに賞賛の言葉である。彼らから「あの人は弁
理士じゃないよ…」と言われるのは最大の賛辞のよ
うなものである。その言いたいところは、つまり、「他
の弁理士と違って、ビジネスのことが分かっておら
れる」、「ビジネスありきの前提で仕事をしてくれる」
という意味なのである２。
　更に言うと、投資会社や銀行などの金融機関が、
「あの会社の社長は、商売人だから…」と言うのは、
「あの社長は、しっかりとした商売を行っているし、
何のかんの言ってお金儲けも上手い」という明らか
なプラス評価なのである。言い換えれば、彼らか
ら、「商売人」とか「ビジネスマン」と呼ばれるのは、
「あそこはしっかりしているので、融資してもまず
問題ない」あるいは「あそこはしっかりしているの
で、まず大丈夫。なので、出資しても大丈夫だろう」
というのと、ほぼ同義である。すなわちそれは、「だ
から、安心してお付き合いすることができる」とい
うことなのである。したがって、ある特許事務所の
所長が、こういった金融業界の方から、「所長さん
は商売人だから…」とか、「所長さんはビジネスマン

だから…」と言われたら、まず「これから積極的に
取引してください」という意味であり、今後のお付
き合いの発展が約束されたようなものなのである。
　けれども、冒頭に述べたように、理系の世界や弁
理士の世界からすれば、「商売人」や「ビジネスマン」
というのは、「蔑称」である。軽蔑の対象であるとい
うわけだ。
　ところが最近は、「稼ぐ仕組み」というものを国
（経産省）を挙げて推奨しているからなのかもしれな
いが、そのような風潮も少しずつ変わっているよう
にも思える。現に、十数年前には、“知財ビジネス”
と言うと、「弁理士の業務に対してビジネスなんて、
汚らわしい。まさに失礼千万な話であるので、いや
しくも弁理士会の役員である以上、知財ビジネスな
どという言葉は口にしないでいただきたい」などと
言われたことがあるものである３。しかしながら最
近は、そういった話はあまり聞かれなくなった。　

２．以前の特許事務所のビジネスモデル
　このように、「商売人」や「ビジネスマン」といっ
た言葉について、理系の世界では相変わらず「ほぼ
完全な蔑称」であるにもかかわらず、弁理士の世界
では、それほどではなくなり、完全な蔑称というま
でにはならなくなったのは、既に述べたように、確
かに一つは、国（経産省）を挙げて企業の「稼ぐ仕
組み」を強化することを推奨しているところもある
だろう。けれども、もう一つの大きな要因は、やは
り、特許事務所の経営環境が厳しくなり、経営とい
うものを考えざるを得なくなったことが挙げられる
と思う。そう、やはり、霞を喰っては生きられない
わけであるし、何と言っても「衣食足りて礼節を知
る」という真理があるからである。
　これに関し、以前は、例えば商標関係業務などは、
まさに“ドル箱”であった。なので実際に、商標専
門の事務所のほうが、特許専門の事務所よりも儲け
ていたことがあったのである。私もこの業界に入っ
た当初は特許専門の事務所であったのであるが、そ
この事務所の所長が商標のほうにしきりに進出した
がっていたことを覚えている。今のように、商標部
門の不採算を何とかしようとしている様子など、想
像だにしなかった。商標と言えば、言い方が率直過
ぎて怒られるかもしれないが、「手間がかからない
割に設けられる仕事」、もっと端的に言ってしまえ


